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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

新
た
な
時
代
に
お
け
る
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

こ
の
協
定
は

我
が
国
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
間
に
お
い
て
貿
易

投
資
等
の
自
由
化
及
び
円
滑
化
を
進
め

金
融

、

、

、

、

情
報
通
信
技
術
等
の
幅
広
い
分
野
に
お
け
る
経
済
連
携
を
強
化
す
る
た
め
の
法
的
枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
る
我
が
国
初
の
自
由

貿
易
協
定
で
あ
り
、
二
〇
〇
二
年
（
平
成
十
四
年
）
一
月
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
百
五
十
三
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
体
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

（
総
則
）
こ
の
協
定
の
適
切
な
実
施
を
確
保
し
、
両
締
約
国
間
の
経
済
上
の
関
係
及
び
連
携
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
と

、と
も
に
、
こ
の
協
定
の
改
正
の
要
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
総
括
委
員
会
を
設
置
す
る
。

二

（
物
品
の
貿
易
）
各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
産
品
に
対
し
内
国
民
待
遇
を
与
え
る
。
各
締
約
国
は
、
附
属
書
Ⅰ
に

、定
め
る
自
国
の
実
施
日
程
に
従
っ
て
関
税
を
撤
廃
す
る
。

三

（
原
産
地
規
則
）
こ
の
協
定
の
適
用
上
、
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
又
は
生
産
さ
れ
た
産
品
及
び
締
約
国
に
お
い

、
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て
十
分
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
産
品
は
、
当
該
締
約
国
の
原
産
品
と
し
て
扱
う
。

四

（
税
関
手
続
）
各
締
約
国
は
、
両
締
約
国
間
で
取
引
さ
れ
る
物
品
の
速
や
か
な
通
関
の
た
め
、
情
報
通
信
技
術
の
利
用
及

、び
税
関
手
続
の
簡
素
化
並
び
に
国
際
的
な
基
準
及
び
勧
告
さ
れ
た
慣
行
へ
の
可
能
な
限
り
の
調
和
を
行
う
。

五

貿
易
取
引
文
書
の
電
子
化

両
締
約
国
は

貿
易
取
引
文
書
の
電
子
化
を
実
現
し

及
び
促
進
す
る
た
め
に
協
力
す
る

、
（

）

、

、

。

六

（
相
互
承
認
）
各
締
約
国
は
、
通
信
端
末
機
器
及
び
無
線
機
器
並
び
に
電
気
製
品
に
つ
い
て
、
自
国
の
法
令
に
基
づ
い
て

、他
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。

七

（
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
）
各
締
約
国
は
、
市
場
ア
ク
セ
ス
に
関
し
、
他
方
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に

、対
し
、
自
国
の
約
束
表
で
特
定
し
た
条
件
及
び
制
限
に
基
づ
く
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
与
え
る
。
各
締
約
国
は
、

自
国
の
約
束
表
に
記
載
し
た
分
野
に
お
い
て
、
か
つ
、
当
該
約
束
表
に
定
め
る
条
件
及
び
制
限
に
従
い
、
他
方
の
締
約
国
の

サ
ー
ビ
ス
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
を
与
え
る
。

八

投
資

各
締
約
国
は

自
国
の
領
域
内
に
お
い
て

投
資
財
産
の
設
立

取
得

拡
張

経
営

運
営

維
持

使
用

、
（

）

、

、

、

、

、

、

、

、

、

所
有
、
清
算
、
売
却
そ
の
他
の
処
分
に
関
し
、
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
及
び
そ
の
投
資
財
産
に
対
し
て
内
国
民
待
遇
を
与

え
る
。
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九

（
自
然
人
の
移
動
）
各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
短
期
の
商
用
訪
問
者
、
企
業
内
転
勤
者
、
投
資
家
及
び
個
人
的
な

、契
約
に
基
づ
い
て
業
務
に
従
事
す
る
自
然
人
の
入
国
・
滞
在
及
び
そ
の
条
件
に
つ
い
て
、
特
定
の
約
束
を
行
う
。

十

（
知
的
所
有
権
）
両
締
約
国
は
、
知
的
所
有
権
の
分
野
に
お
け
る
協
力
を
発
展
さ
せ
、
両
締
約
国
の
知
的
所
有
権
デ
ー
タ

、ベ
ー
ス
の
利
用
を
容
易
に
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

十
一

（
政
府
調
達
）
両
締
約
国
の
政
府
職
員
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
要
請
に
よ
り
会
合
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国

、
の
法
令
に
従
い
政
府
調
達
に
関
す
る
情
報
交
換
を
行
う
。

十
二

（
競
争
）
各
締
約
国
は
、
反
競
争
的
行
為
に
対
し
適
当
と
認
め
る
措
置
を
と
る
。

、

十
三

（
経
済
連
携
強
化
）
両
締
約
国
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
通
信
技
術
、
科
学
技
術
、
人
材
養
成
、
貿
易
及
び
投
資
の

、
促
進
、
中
小
企
業
、
放
送
並
び
に
観
光
の
各
分
野
に
お
い
て
協
力
す
る
。

十
四

（
紛
争
の
回
避
及
び
解
決
）
紛
争
の
回
避
及
び
解
決
の
た
め
、
各
締
約
国
は
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
、
協
議
に

、
よ
り
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
協
議
に
関
す
る
委
員
会
の
会
合
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
他
方
の
締
約
国
が
、
こ
の
協
定
又
は
実
施
取
極
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
せ
ず
又
は
こ
れ
に
反
す
る
措

置
を
と
っ
た
結
果
、
自
国
に
与
え
ら
れ
た
利
益
が
無
効
に
さ
れ
又
は
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
り
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協
議
の
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
協
議
に
よ
っ
て
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
一
定
の
要
件
の

下
で
当
該
紛
争
に
関
し
仲
裁
裁
判
所
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
五

（
改
正
）
こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
間
の
合
意
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

十
六

（
効
力
の
発
生
）
こ
の
協
定
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
の
発
生
の
た
め
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の
手
続
が
完
了

、
し
た
旨
を
相
互
に
通
告
す
る
外
交
上
の
公
文
を
我
が
国
政
府
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府
が
交
換
す
る
日
の
後
三
十
日
目
の
日

に
効
力
を
生
ず
る
。


